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は　じ　め　に

　第1報1）で述べたように伊那西都胴発地域内の各集落の四馬構成は極めて多作目であった。

こうした傾向は，水利の便の悪い標高800m附近の開拓集落や標高900m附近山麓部の集落の

当然の方向であった。

　これらの地域の農民は酉天竜用水の朔lillや県営伊那土地改良事業をみ，水田造成を刺激さ

れた。

　大正年間から昭和初期にかけて開削された西天竜用水は天竜川右岸標高700m以下の地域

に対して開田1177ha，開畑196haをもたらし，また伊那土地改良事業は河岸段丘下の600haに

わたるかんがい排水事業を行なった。

　これら地域に隣接し，開田適地をもちながら水不足のために水田造成ができなかった伊那

西部地区の農民にとって，これらの土地改良事業は羨望の的であり，こうした気持が「開田」

化のための運動源となっていた。

　伊那西部地区農民の土地改良要望の基本は「水田造成」であり，それが農民の一致した運

動を支えてきたのである。

　このような悲願を込め，昭和30年当初より具体的に展開されてきた運動の方向も，農政の

方向の転換により水田造成から田畑輪換へ，さらに畑地かんがいへと形を変えることを追ら

れ，朋発の澤標が大きく変化してきた。

　ここでは，昭和20年代後半から47年伊那二部開発illl始までの展り目過程を検討することにし

よう。

　この期間の展開過程を整理し（附表一僻那西部開発年表），次の4期に分けた。

　第1期（昭和29年～36年）戦後水田造成の要求が伊那市西箕輪地区の農民から｝土1され，そ

れを市町村が受けとめ「上部天竜土地改良事業」として促進運動をした「上部天竜推進期」。

　第2期（昭和36年～42年）「上部天竜計画」の断念後，各種計画が浮び上っては消えると

いうことをくり返し，42年中央自動車道の地区内縦断に際して，その関連事業として伊那西

部閉発を行なうという掛け声が出た頃までの「計画模索期」。

　第3期（昭和43年～45年）国，県の指導で国営事業として伊那西部開発を推進運動し，伊

那西部開発実現の見通しがたったが，米の過剰問題が表面化し，米作減反政策さらに開田抑

制策の中で伊那西部開発の性格が大きく変えざるを得なくなった「伊那西部朋発調査期（田

1980年4月30臼受付
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畑輪換期」。

　第4期（昭和45年～47年）第2次開田縮減計画により開LLIにストップがかけられ，事業内

容も畑地かんがいに変わった「伊那西部開発畑地かんがい転換期」。

1　上部天竜推進管（図一1）

　昭和14年西天竜用水の開削以後，標高700mから900mに広がる畑地帯の農家，特に水田を

全く保有しない農家の水田造成の要望は極めて強かった。
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　戦後食糧増産を指向する農政の中で，農林省は昭和26年～29年にわたって諏訪湖周辺総合

開発計画の作定に際し一連の調査を行ない，これに関連して伊那西部地域に対して直轄事業

として新規カンガイ排水事業の概定を行なった（地元では通称第2西天竜計画と云っている，

表一1）。

　また長野県でも標高900mから800磁の地域に冷して「第3西天竜土地改良事業」を立案し

て地元に提示した（表一1）。

　こうした国や県の土地改良計画の立案には戦後すぐさま運動を展開した伊那市西箕輪地区

の農民や伊那市の要望がかなり影響している。伊那市や農民は両計画を額別に行なうのでは

なく，第2酉天竜と第3西天竜土地改良事業を併せた「上都天竜土地改良事業」　（表一1）

を推進するため，昭和33年地元選禺国会議員を中心に事業促進期成同盟会を結成した，この運

動は箕輪町を加え，さらに南箕輪村，辰野「町も加えて展開される。しかし各市町村とも，こ

の計画への取り組みは一様でなく，受益懸積の広狭により，また開発地域のとり方にそれぞ

れ考えを異にし，足並みはなかなかそろわなかった。また農民の間でも十分調整がとれてい

たわけでなく，水田造成を望む農家（水田を保有せず飯米1蟄給もできない農家）と水田を一
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表一1　上部天竜推進期の各計画概要

名　称
諏訪湖周辺総合開発に伴なう
土地改良事業
　　　（通称第2西天）

第3西天竜土地改良事業

　　（通称第3西天）
上部天竜土地改良事業

1昭和29年農林省立案 陣32年摺県門 ｛肺34年蹴轡型期1戎

受益面積

　内訳

地　　域

取水源

備　　考

畑地かんがい

水田造成

旧田開発

1580ha

847．3ha

66L2ha

71．5h哉

標高800mから薦天竜用zに路
（標高750m）にかけての地域

諏訪湖からの流出水を増加さ
せ，取水

この計画には，別途に西天竜
土地改良区域の開田（116ha）
が存在する。

畑地かんがい

水田造成

1700ha

120Gha

500ha

標高900mから800mにかをナ
ての地域及び辰野町用島地
区

横川に500万t貯留のダム
建設，このダムより取水

畑地かんがい

水田造成

旧田開発

3500ha

2000ha

1200ha

300ha

第2畔織及び第3西天を併せ
た地域

騰鵜から750mにかけ）

横川に築造するダム貯水及び
天歳用より取水

この計画は正式にはどこから
も発表されていない。促進期
成i司盟会が陳情したもの。

部でも保有している農家とでは計画への取り組みは異なっていた。

　「水田を持たない農家は特に計画に熱心であったが，一般の農家の関心は薄かった。さら

に代議士注1）がこの計画に熱心で，農民をひっぱっていった」と嶺時㊧役員は語り，中には

「代議土の夢であった」と述べる人もいる。

　しかし，この計画は一部農民の要望を積極的に受けとめた伊那市，箕輪町が主導し，南箕

蓑一2　上都天竜推進期の各判了町村の姿勢

伊
那

市

墾
輪
町

南
箕
輪
村

辰
野
町

◎西箕輪地区農民の要望を受けとめ，計画を率先して推進

・戦後すぐに水田造成要望提出，昭和30年まで市内部で調整，31年本格的に土地改良事業套込進
　のため国・漿へ打診，上都天竜土地改良事業促｝蓮期成1醇十日結成

◎計画に同調テ1町当局も積極的

・伊那市の動きをうけて，地元農家に対して促進委員委嘱，昭和34年上部天竜土地改良事業，
　促進委員会組織，以後段那市と共同歩調をとり，事業促進運動

◎村毫局としては消極的ないしは反対の意向

。水田のない開拓地農民の要望は強かったが

　理由は①　村有林5001ユaの開墾を黙まない

　　　　②　下流部への湧水の心配

　　　　③上水道の水質悪化の心配

一三・に反対運動があり，村も反対意見をだす。

◎計画に対して消極的

・地元に対して，それ程利益なし，受益爾積が少ない。

注1）駒ケ根市出身の故古刀i久衛氏で，当時衆議院農林委員長であった。
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輪村，辰野町を引きずりつつ計画達成へと，羅や県へ陳情をくり返すこととなる。

　上部天竜計画に対する各市1町村のとりくみ方を表一2に示した。

　こうした各市町村の足並の不揃いは，後の伊那西部開発にもつながっていく。

　一方，国や県は当時の社会情勢と農政の方向がまだ食糧増産を日指したものであったため，

上部天竜計画を積極的に受けとめていた。しかし問題は前述の市町村の足並み不揃いよりは，

取水源である諏訪湖周辺集落及び横川ダム構築予定地点の辰野1琶∫川島地区の反対であった。

特に諏訪湖周辺集落は諏訪湖放流量の変更には極めて敏感に反応を示していた。

　①水位が低下すれば魚族の繁殖に支障をきたすこと。

　②湖周辺に風致的支障をきたすこと。

　③温泉湧出量に影響すること。

等が反対理由であった。

　一方横川ダム構築予定地点の辰野町川島地区からは，①地区の利益が少ないこと，②ダム

が出来ても補償を得ることが少ないこと等の理由で反対がなされる。

　以上の様な，取水源確保の困難，受益各市【町村の足並の不揃いが，この計画にとって大き

な障害となった。

　県，宙町村は地区内各渓流より分散取水することも考え，流管調査を行なったが，渇水時

の流量が少なく，これら渓流を取水源とすることも難かしいことがわかった。

　この様に，この計画は水源確保が困難であることから行きづまる。

　さらに昭和36年6月農業基本法の制定により，農政の方向は食糧増産から労働生産性向上

へと転換した。こうした農政の転換によって新規開発事業に対する考え方も変化し，単に食

糧増産を目指した用水補給，開田等の開発形態は時代的要講にそぐわないものとなっていく。

農業基本法の申でうたわれた自立経営育成，選択的拡大を陪指し，飯米確保的水田造成に変

わって果樹，畜産等の振興，田畑輪換等の取り入れも要求されるようになってくる注2）。

　こうして，第1期の上部天竜推進期は幕をおろすのである。

葺　計画模索期

　上部天竜計画が取水源確保の問題で頓座している間に，農業基本法が制定され，それによ

って農政は方向転換し，上部天竜計爾に終止符が打たれた。

　しかし，水田造成の要望は農民に強く，これを受けた長野県も水源捜しに力をそそいだ。

その結果県によって立案されたのが，昭和38年の「伊那北部地区計画」である。

　これは天竜川からの揚水によって3500haの受益地の開田及び畑地かんがいの計画と深層

地下水の揚水による開田及び畑地かんがい計画であった。（図一2）

　地元では，当初地下水は補助水源とム比置付け，これによる開田及び畑地かんがい計甦舜は団

体鴬事業として予定された。これは天竜川からの揚水計画の一部としての役割をもつにすぎ

なかった。

　関係市町村は各理事者で構成する伊那北部開発促進協議会（昭和38年8月）を組織し，市

注2）昭和36年6月9日付各市町村長宛，長野県総合開発局長より　「諏訪湖総合開発に関連する上都

　天竜土地改良計画の調査について」の中で述べられている。
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町村の手で伊那北部地区記画への取りくみが始まったQしかし天竜川からの揚水も水利絶の

確保ができす困難な状況であった。そのため農業用水源として再び深層地一卜水利用がクロー

ズアノブされてくる。

　農林省も昭和39年から3ケ年，深暦地下水調査地区として，地域全域の癒卜水調査を行な

った。この地下水調査の結果2），地下水採取の可能性はあるものの地下水位が低いこと，揚

水量：が少ないこと，水価がかなり高いことが判明し，深層地ド水利用による三三計颪は実現

しなかった。

　一方昭和40年頃より中央自動丁ド道（以一卜中央道）の用地悶題が発生した。中央道が地域内

を通り，特に西天竜用水掛りの水田を潰すこととなったため，これに刈するみかえりを求め

る声が農協や土地改良区注3）を中心におこった。それが農渠開発を促進させようという関係

機関の声になった。

　伊那北部聞発促進｝易議会は1行旧」村長，農協及び土地改良区の代表を中心に昭和42年伊那北

部中央道関連事業促進協議会に拡大発展していく。この協議会では，中央道で分断される部

分のホ場整備計画及び中央道が縦断する地域内の農業開発（これが伊那西剖1開発の前身にな

る）計画を樹立させないかぎり，地域内36．6kmの川地買収には応じないとの強い意見も出

された。

　これは，高遮道路建設も国の廓業てあるから，農柔開発も囚営争来としてでヨなうべきてあ

るとする考えてあった。

　一方農林省や県としても，団脅・鴬事業や県賞事業セこよる一部地域の開発よりも大規摸開発

を指向する考えが強く働いていた。そのため中央道に関連させ，地元意向を国営事業へと向

わせるべく指導が行なわれた。

注3）西天IL色土地改艮区及ひ伊那土地改艮区てある。
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　前述の様に第2期は，上部天竜推進期からの朋水源問題を解決すべく諸々の計画，調査が

行なわれたが，これらの計画はいずれも用水論難に遭遇したり，地域全体をカバー一する用水

鐙を確保できない等で断念されていった。そして最後に，既設水田用水（西天竜用水）の余

剰水及び水田排水を利用するという案が残り，これが次の伊那西部朋発調査期へと引き継が

れていく。

　この時期の特徴は，国営事業で農業開発を行なうことを前提として，その採択の基準3000

haを確保するという考えであり，その様な姿勢が市町村，県及び国に存在したことである。

国営事業は地元農民にとっては農民負担を軽減することを意味するが，一方では計画地域の

拡大に伴ない地元市町村の足並の不揃い，用水源等の多くの問題を派生させることになった。

そのため事業促進の遅れをひき起し，早期に水を使用したいという農民の要望を満たし得な

い糸占：果：となった。

班　伊那西部開発調査期（田畑輪換期）

　昭和42年各市町村は農林省，県の指導にもとずいて，開田を1ヨ的とする大規模土地改良事

業開発調査を嗣営事業として申請すべく運動を展開した。外に対しては事業の強力な推進者

である伊那市を中心に国営調査採択のための運動が行なわれた。しかし地区内には市町村問

の足並みの不揃いや用水源問題がなお存在していた。

　当時考えられた用水（源）は①伊那土地改良区水田からの排水，②西天竜用水の余剰水，
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図．一3　大規模土地改良事業調査地区概況図

注4）i週営直轄調査を申請する段階では次の取水源が考えられていた。

①伊那土地改良区既設水田の排水及び天竜川右岸段丘下の湧水

　②西天竜用水の余剰水

③辰野町小横川ダム
　④　小海川の利用
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③小横川に構築するダム貯水，であった注4）。

　しかし①②については，伊那及び西天竜土地改良区の反対，③についてはダム難設予定地

区の部落及び辰野町の反対があった。

　昭和43年1月伊那西部地区は大規模土地改良事業圏営1藪轄調査地区に内定した。この直轄

調査は，昭和43年から45年度の3ケ年にわたって，図一3に示す地区の1｝｝1発計画を立案する

ことを臼的とした。この調査計画の概要は表一3に示す通りである。

　　　　　　　　表漏3　伊那西都地区大規模土地改良事業調査計画概要

（ユ）　攣職方芭予定面戸で　3300ha

　内訳（1）開田予定面積　　2000ha（6G．6％）

　　　（2）畑かん予定面積　　550ha（16．7％）
　　　（3）　用zk宇甫牽合面擢遣　　　　750ha　（22．7タ6つ

（2）　　霊｝琶査項巨1

　1水源対策①天竜絹右岸段丘下に流繊する湧水ならびに地下水の利用
　　　　　　　　②ダムの開発（小横川，大泉川，小沢川）

2

3

用水対策　立地条件に即応した開発形態（用水補給，開田，畑地かんがいの組合せ）を定

　　　　め，水源の利用方弐を検討決定する。

施設の構想①集水源並びに揚水機の設鷺
　　　　　②　幹線用水路の開削

　　　　　③ダムの築造並びに附帯施設の設概

出所；長野県「開発調査のしおり」より

　直轄調査の採択に伴ない地元では市町村が中心になり，伊那西部準備委員会（後に伊那西

部開発準備委員会に改称され，地元部落代表を加えた）が組織された。

　開発事業を強力に推進した伊那市では，市と各部落との相互の連絡調整機関を発足させ

た注5）。しかし一方辰野町では事業参加自体に苦慮している状態であった。

　当時，日本農業の状況は，食管制度の赤字が問題にされる時期であった。昭和36年以降，

基本法農政のもとで農工間所得格差解消，畜産，果樹等の選択的拡大の方策がとられてきた。

しかし結果的には畑作物の急激な衰退と安定作物としての稲作の生産が高まり生産量も増大

した。昭和42年，43年及び44年度産米は1400万トンの大台となり大量の在庫をかかえるよう

になった。この様な米の過剰状態は一時的なものではなく，生産，消費に関する構造的要因

に基づく憧常的なものであるという認識が政府ではなされていた3＞。

　以後昭和44年度を試験実施年として米作の生産調整が瀦始された。これに伴なって農業基

盤整備事業の方向も，①開田抑制，②ホ場整備の通年施行，③積極的な水田から畑地等への

転換の実施などへと変化してきた注6）。全国の開田計画は変更を余儀なくされ，伊那西部地

区も例外ではなかった注7）。

注5）名称は「伊那西部開発伊那市連絡協議会」で，部落代表は将来土地改良区総代になると考えら

　れる事業推進者が選ばれた。

注6）昭和44年2月10直付，農林事務次官通達により基本方針が示された。（第1次開田縮減計画）

温三7）昭和43年9月13日，開発準備委員会の計画概要の説明で，初めて地元委員に対して開田計画が極

　めて困難であることを示した。



62 信州大学農学部紀要　第17巻第1号（1980）

褒漏4　伊那西部開発（田畑輪1奥）計画の概要

（1）用水源①天竜メ1臨岸の平担部に流出する湧水を受けている排水路

　　　　　　②小沢川上流部に築造するダム
　　　　　　③西天竜用水の余剰水

（2）水利施設①揚水機場3ケ所
　　　　　　②幹線水路約34．5k搬

　　　　　　③頭慧工2ケ所
（3）受益繭積及び計颪面積

単位　ha

計　画

現　況

用水改良
田畑輪換
畑地かんがい

藩き阿

水田

798

畑

1559

258

798　　1817

樹園地

果樹園　桑　園

132

543

129

未墾地

419

47

計

798

2521

566

132 672146613885

（注1）畑かんの計画対象は全都樹園地で果樹園を除きすべて桑園である。

（注2）　田畑輪換2521haは毎年半分（1261ha）つつ田から畑へ，畑から田へと転換する。
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図一4　伊那西部開発，田畑輪換言｛・画時の概要図

　昭和43年10月直轄調査の段階で伊那西部地区の開発日標が水田造成から田畑輪換に変更さ

れる。

　昭和44年3月7日の地元説明会の際に農林省より示された田畑輪換による舗発方式は表一

4に示す通りである。（図一4）

　水田造成から田畑輪換方式への計画変更は，米の過剰を反映して本格的開田抑制が行なわ

れる前に，何んとか初期の目的を多少とも達成しようとする農政局，県の姿勢の表われであ
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つたと云える。

　この時期の各地域の事業推進者泣8）の多くは，「幾分不満でも一歩前進して事業を促進す

べきである」また「とにかく西箕輪地区900mまで開田したい，予算化されるまでは3300ha

の中で公平に開発されるように望む」　「複雑な問題注9）カミあるが，とにかく土地改良区の設

立である」という考えであった。そのため田畑輪換方式への計画変更は，あまり抵抗なく市

町村に受入れられた。

　しかし関係部落への計画変更説明会や受益面積確定作業に際しては，田畑輪換方式に変更

したため計画除外を申し立てる農家もでてきた注10）。

　一方，伊那西部蘭発への参加について態度を保留していた辰野町は，昭和44年12月次の理

由により伊那西部開発から脱退した。

　①中央道には直接関係がない。

　②受益面積が少ない。

　③地元住民が田畑輪換に反対している。

　なお辰野町は後に県及び他市町村の説得によって再び伊那西部開発に参加する。

　以上の様に伊那西部朋発は，水田造成から田畑輪換に変わった。しかし米をとりまく状況

は厳しく，生産調整状況，米の需給状況等から昭和44年9月農政審議会は④45年度の休耕を

含む生産調整の本格実施，＠米価の引下げ及び所得補償等の答申をした。

　そのため農業基盤整備事業は昭和44年2月の第1次嗣田縮減計画を上廻る厳しい新蜆開田

抑舗措置を要求された灘1）。

　伊那西部開発も開田を含む田畑輪換方式を推進することは困難になり，畑地かんがいへと

再度計画変更を余儀なくされ，昭和45年4月17｝三論政局は伊那西部開発の開発方式を畑地か

んがいに変更し，地元に発表した。

W　伊那西部開発畑地かんがい変換期

昭和45年2月国の箆2次開田縮減計画によって，総ての開田はストップした。伊那西部閾

注8）協議会や開発言～li備委員会の委員である。

注9）　この時はまだ水源問題，辰野町の参加等が不明確であった。

注10）　当初計画から除外された面積は次褒に示す通りである。これらの除外面積は，計画変更セこ反対

　する農家分だけでなく・①技術的理由・②用水補給の不要，③地理的不適格，④紘1林のための除外等

　の理由による除外面積も含まれている。

　　　　　　確定受益面積　　　　　昭和44年9月24日現在

，壷こ璽1当褥踊積除蠣積緬受益轍

　既成副　798　299　・99
輪換
耕地

照
畑
野

1261

1261

2522

165

165

330

1096

1096

2192

畑地かんが■ 565 49 516

言十　　　　　　　　　　3885　　　　　　　678 3207
　　　　単位ha

注11）昭和45年2月19日付農林事務次官通達「新規開田の抑制孕こついて」（鎗2次開田縮減計画）
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発も田畑輸換からさらに畑地かんがいに変更された。

　水田造成を含む田畑輪換計画であれば，地元農家を納得させる自信のあった推進委員達も

畑地かんがい計画では地元農家を説得するのが難かしいという状況においこまれた。

　各市町村とも畑地かんがいを受け入れるべきか，また市町村として受け入れても地元農家

が受け入れてくれるかどうか苦慮した。

　昭和44年4月畑地かんがいへの計量li変更発表から12月の事業採択に至る10ケ月間が最大の

山場となった。

　4月17日市町村長を中心とする推進協議会では農政局担当官より畑地かんがい計画の説明

を受けたのち，今後の対応について論議されている。その主なものは次のようなものである。

　①現在作付されている畑作物に対するかんがいを想定した場合，農家にとっては増収の見

　　込みがない。

　②米のような安定したf蔓物は，畑作物では考えられない。

　③畑地かんがい投資にみあうだけの生産量の増大は考えられず，農家の所得を向上させる

　　ことが珂’能とは考えられない。

　④畑地かんがいを行なうとしても嗣時に整地（水平畑造成）を行なってほしい。

　⑤将来とも開繊の可能性はないのか。

　主として農家負担，畑地かんがい投資の採算性について論議された。さらに④⑤の意見は

米の生産調整という状況のもとでも，なお農家には開田に対する希望が存在していることを

示すものである。

　この様な論議がなされたが，推進協議会は「畑地かんがい計画を中止して，このまま放置

しても伊那西部地区の発展は望めない。地域蘭発も併せて，今翻水だけは確保すべきではな

いか」との結論に達し，畑地かんがい計画を受入れる方向を示した。

　続いて4月28日農協，土地改良区及び各地区の代表を含めた開発準備委員会が開催された。

市町村長中心の推進協議会の際よりも受益農家が参加した委員会であったため，地域の農業

をどの様にするのかという基本的な閥題が続々とだされたのである。ここでは①伊那西部地

区の今後の農業，②各部落の農家の受入れについて，③今後の推進方法が話合われた注12）。

　その後各町村ごとの委員会注13）において，畑地かんがいを受入れるべきかどうかが検討さ

れた。その結果各市町村とも畑地かんがい計画を推進していくことを確認した。

注12）意見のいくつかを紹介すると次の別なものである。

　（1）伊那西部の今後の農業

　　④伊那西部の問題は今後の農業がどうなっていくかという朋題を併せて考えねばならない。

　＠　3000haの耕地に水を揚げて何をつくるかを考えるべきだ。

　（2）各部落の農家の受入れ。

　　④地区の人達がこの方針をのんでくれるかどうか問題である。

　＠　米の減反で農民は怒っている時だから，急に畑地かんがいと云ったとしても納得しないだろう。

　③　今後の推進方法

　　④　振り出しに戻った形だが，圏の努力を無にしたくない。委員会の意見を統一して進めてほしい。

　◎　委員が腹をきめなければならない。委員があやふやな態度では農家が動揺してしまう。

　◎　地域開発の一環として考えるべきだ，中止してもプラスにはならない。実施する方がよいよう

　　に思える。
注13）伊那市は既に設蹟されている。注5）参照，他町村では，準備委員会の小委員会がこれにあたる。

注14）伊那市23ケ所，箕輪町19ケ所，南箕輪村7ケ所で説明会が開催された。
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喪一5　部落説明会に：おいて出された主な意見

反
対
意
見

賛
成
意
毘

1　現在作付けられている畑作物にカン水しても，金をかける害1には効果は少ない。

2　農業は魅力がない，先行き不安である。

3　開田以外の土地改良には資本投下をしたくない。

4　揚水による畑地かんがいは，事業費や管理費を多く要するので，河川にダムを築造し
　自然流下方式で開発を行なうべきだ。

5　区：画整理は行なわれてある。現在また償還期間も残っており，1再度の区画整理はやり
　たくない。

6　労力不足の野鶴これ以上労力のいる畑作はやりたくない。

1　作物にとって水は絶対に必要だから，この際事業を行なうべきだ。

2　農業だけでなく地域開発のためにも西部開発はぜひ行なうべきだ。

3　中央道が素通りしただけで，農業朋発が行なわれないのはおかしい。今後は地傾も上
昇するであろうし，この際整備をしておくべきだ。

　以後6月目ら7月目かけ部落単位で説明会が開催された澄…14）。部落説明会への農家の娼席

は悪く，各市町村の平均出席率は，伊那市28％，箕輸町43％，南箕輸村42％であった。

　部落説明会の際に農家からだされた意見を集約すると表一5の通りである。

　8月10日より畑地かんがい二二に対する同意書の取りまとめが各市旧∫村ごとに開始された。

　この計画は，昭和46年国営事業採択，昭和47年工事着工という予定であったため，昭和45

年11月までに二二が得られるかどうかが，国営事業採択の鍵であった。国のスケジュールに

合せなければ事業が実施できないという逼迫した状況であった注15）。

　予定通りに受益畏家の同意を取りつけなければならないという岡題の他に，①地区内の水

田用水補給問題，②辰野町の不参加問題，③水源問題の3点が依然として未解決であった。

　①は減反の時期に水田用水補給は必要としないという国の考えに対し，受益面積を縮回す

るか，一部を畑作転換するかという闇題であった。しかし市町村には，これ以上畑作転換等

を示せば，農家は納得しないし，また畑地かんがい計画そのものの丁丁を得ることができな

くなるという危惧があった。

　②は辰野町が推進協議会セこ参加していないため，同意が全く得られていないことに対して

どの様に考えるかという問題であった。

　③は西天竜用水の余剰水の使用が難かしくなったという賜題であった。

注15）昭和45年11月5｝ヨ現在の同意率は67，2％であり，事業採択のための大蔵省のヒヤリング直前の

　昭和45年12月10日に至っても肖標嗣引率を確保できない状況であった。各市町村の状況を次表に示し

　た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　地区別醗意のとりまとめ状況

伊
那
市

箕
輪
町
村南

箕
輪

順調に深意率が向上している。旧伊那地区が60％，伊那市では，農協の協力が得られたこと，説明会
でも推進委貴だけでなく，農協役員も説明会に参周目た。

12月7艮現在岡意率53．8％と低調。上古田，下古田，景象等の山麓部の集落が同意率が低い。これら
の集落では①労力もない，②後継者もいない，③事業費の問題等の理由から墓業に賛成しない。

大泉地区や畜産特化集落の大芝，南原において畑地かんがいの要望は極めて低い。これらの地区は基
盤整備，農道については賛成。

劉事業鯵力・していな・・ので瞳全くな・・
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　こうした問題を含みながらも，受益農家への説得，関係者の農林，大蔵両省への陳情を経

て，昭和45年12月伊那西部地区の事業採択がなされた。

　そして昭和46年4月県営広域営農団地農道事業（以下大型農道）の採択が決定し，次いで

県営畑地帯総合土地改良事業が採択された。昭和46年5月には国営事務所が開設され，事業

は胴始された。

　伊那西部開発は

　　①国営かんがい排水事業

　　②広域営農醐地農道事業

　　③畑地帯総合土地改良事業

の3事業を総合したものとなった。

　事業内容の概要を表一6，図一5に示す。

　これ以後，土地改良区設立の同意書及び各事業実施同意書のとりまとめのため，部落説明

会が行なわれた。説明会では，先に畑地かんがい計画変更時に提起されたと同様な問題点が

農家の間から臨された注16）。

　表一6　伊那西部開発の概要

国　　　　営　　　　事　　　　業
（1）　揚　　水　　機

名称陥んが巌 揚水量　　実揚程 型 式 に1径　（動プコ）　　　台　　数

第1機場

第2機場

3，287ha　3．186m3／s　188m　横軸虚蝉渦巻ポンプ

1，399　　　　L281 85 〃
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（2）用　水　路

名　　称 需ん総通水封事賑　　構　　　造
集　水　路

第1送水平

野2送水路

上段北幹線

上段南幹線

下段北幹線

下段南町線

調　整　地

3，287ha

　〃

1，399

　787

　612

　795

1，093

3．186m3／s

　〃

1．281

0．633

0．648

0．632

1．273

4，450m鉄筋コンクリート暗渠ヒューム管

5，046

1，230

5，042

3，632

7，489

11，863

14ケ所有効水量2，100～4，900m3

鋼管（径1，500mm）　（1，350mm）

〃　（径900mm）
・・一ム管・購・鰍管（径900嘉。mm）

　〃　（径700～500mm）

　〃　　（径700～450mm）

　〃　　　（f墨1000～450n玉m）

分水工19ケ所

がく　　路　　総　　延　　長　　　　38，752m

注16）例えば昭和46年6月17日伊那市ますみケ丘地区の説明会（出席率57タ6）では次の様な問題点が

　農民より提起される。

　①伊那西部開発で畑地かんがいを実施すれば，経済効果はどの様に現われるのか，具体的に説明し

　　てほしい，それが明確にされなければ飛弾できない。

　②経費負担について，現在施設も完備し，圃場も整備されている。今更：伊那西部開発に参加する必

　　要性がない。経費が全：くかからなければ参加してもよい。
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工 ．種
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区画整理
　1，731ha

農

L556ha
道

種 別数 量 構 造

幹線水路

支線水路
ほ場内施設

自動化施設

調　整　総

力目預機場

　60km
　246km
1，04王km

2，670ha

1ケ所

王8ケ所

φ200～4001n／m　AC．　Du．　VP

φ150m／m　VP．　Du

φ50～100m／mVP．
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（2）広域営農団地農道整備事業

大規模
内訳麗

農道（4．962ha）27．1km
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畑地かんがい

用水改良

国営幹線水路

県営支線水路

広域営農翻地農遊

中央高速道

＼
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③国の農政に不信をもつ，園のすすめる伊那西部開発にはついていけない。

④同意書は大型農道についてのみの同意である。
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　しかし農民からの問題提起に対して，市町村も具体的な回答を示すことはなかなかできな

かった。こうした状況のもとで46年9月箕輪町で伊那西部開発反対同盟（後に対策組合に名

称を変えた）が結成されたり滋7），南箕輪村で送水管ルートに対する反対運動が発生したり

する。この様な反対運動のたかまりの中でも，市晦村による同意率確保が行なわれ，附表に

示したように土地改良区の設立，工事着工をみ，伊那西部開発が具体約にスタートする。

　昭和54年12月現在国営事業の53％，県営事業分の41％の工事が進んでいる。

袈一7　　伊　那　西　都　開

区分塾一 計 1縄騨 1　微の対応

1
（
2
9
～
3
6
年
）

（
3
6
～
4
2
年
）

皿

露
　～

45
．年

）

w
£
　～

47

年
）

上
部
天
竜
推
進
期

計
画
模
索
期

田
地
が

　
　
ん

開
畑
か
い

・開　田

・畑　地

かんが

し・

国
畑
換

開
田
輪

　
（
田
畑
輪
換
期
）

伊
那
西
部
開
発
調
査
期

ん
が
い
転
換
期

伊
那
西
編
開
発
畑
地
か

・畑　地

かんが
し・

。上部天竜土地改良事

業

・第2西天竜土地改良

事業

・第3西天竜土地改良

4僕

・伊那北部開発

揚水計画

深層地下水揚水講画

・大規模農業用地下水

調査

・中央道関連土地改良

　（ホ場整備と農業開

発）

・大規模土地改良事業

開発調査

　（開田計画）

・伊那西都農業開発事

業

・水田造成から田畑輪

換へ

・伊那趣致農業開発事

業

。国営かんがい排水事

業

・広域営農隣地農道事

業

・畑地帯総合土地改良

事業

・上都天竜土地改良

事業促進期成嗣盟

会

・伊那北部開発促進

協議会

・伊那北部中央道関

連事業促進協議会

・伊那北部中央道関

連事業促進協議会

・伊那西部開発準備

委員会

頂期と同じ

春意市・箕輪町を中心に県・国

に陳情や働きかける。南箕輪村

や辰野町は計画に離して消極的。

各宙町村長が団結して県・閣に

働き’かけを行なう。市町村長：中

心主義．県営事業とするか，国

営事業とするか。

当初水田化の計画から田畑輪換

計画に変更されたが，水田がで

きるということで農毘を納得さ

せる。

各市町耕ごとに伊那西部閉発準

備委員会小委員会を組織。

辰野町が計画より脱退

畑地かんがい計闘に変更され，

市町村理事老も極めて困惑。し

かしこの山水だけは確保しよう

という考えで事業を進めようと

する。

沼三17）南箕輪村でも昭和47年10月畑地かんがいに反対する農民によって「南箕輪村西部西部対策組合」
　が結成される。この両組合は昭和47年11月それぞれ，町及び村との閥で，土地改良区不参加等につい
　て協定を結んだ。
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V　農政変換の中での伊那西部の対応

　昭和20年代後半から昭和47年工事着工まで伊那西部開発の展開の過程を4期に分けて行政

の動き，農民の動向等について述べてきた。

　以上をまとめると隅一7のように総括することができる。

発　の　展　開　過　程

農民の紺応 農政の方向 畑地に対する土地改良

西天電用水の完成により，水

田をもたない一部の農民が積

極的に市町村に働きかけをし

た。しかし，他の農民は計画

に対して無関心が多かった。

計画段階で，一般の農民には

ほとんど知らされていない。

中央道閏題の発生で，国営事

業として農業開発を行ないた

いとの意向

田畑輪換計画への変更に対し

て一部濃飛には反対の声もあ

ったが，水田もできるという

ので及対運動にはならなかっ

た。

特に南箕輪村，箕輪町を中心

に反対が表書化，土地改良区

への参加拒否。畑地かんがい

には反対だが基盤整備には賛

成という声あり，燈民もどん

な作臼を導入してよいか暗中

模索。

30年代前半まで食：糧増産の方

向，36年農業基本法の制定に

より，食糧増産1から労働生産

性を指向する。

基本法農政。

食糧構造の変化で生鮮食品の

供給に対応させようとした。

米の過剰聞題が蓑面化44年第

1次開田縮滅計画により，閉

田の抑制，生鮮食糧品の供給

不足，畑地に対する土地投資

増加。

減反政策の本格化，45年第2

次開田縮減計画で開田化の全

面ストップ。開田予定地は畑

地かんがい等への変更。

20年代畑地かんがいが認識されはじめ

る。27年畑地かんがいの国庫補助の対

象開始，当時の畑地かんがいは畦問か

んがいが主体で，陸稲増産が日的，か

んがい労働に手馴がかかり，畑かんか

ら開田へと移行した例が多い。

畑地かんがいはスプリンクラーかんが

いが主流となる。かんがい労働の省力

化が可能となる。36年愛知用水などの

大規模事業，農業構造改善事業での小

規模事業の展開。

43年畑作振興特別事業制度，44年畑地

帯総合土地改良事業制度の創設による

畑地に対する総合整備制度がととの
う。

畑地かんがいも早ばつ時の用水補給か

ら多膨的利用へ変化。
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　第1期から第4期は，農政の変換の影響と土地改良技術の進展の影響とを大きく受けてい

る。

　昭和30年以降の畑地に対する農政の動きを大別すると，①昭和30年代前半までの「食糧増

産期」②農業基本法のもとで自立経営，選択的拡大等がめざされた「基本法農政期」及び③

昭和45年米作減反政策以後生鮮食糧の安定供給のための生産地として畑地に対する土地資本

投資が増大された「畑作振興期」の3期に分けられよう。

　この様な状況のもとで伊那西部開発の国幣を位置付けると次のようになる。

　第1期は食糧増産という社会的要請を背鑑として畑地に対する土地資本投下が開始された

時期に合致する。

　それまで用水源のあるところは総て水田に，水の無いところが畑地となっていた。畑地に

対する開発は，昭和20年緊急開拓事業計画から始まり，昭和27年畑地かんがい事業が補助対

象となり，昭和28年畑地帯農業改良促進法が制定されて活発化するの。この時期畑地に対す

る最大の事業は昭和28年通水された相模原地区畑地かんがい事業であった。この事業にみる

当時の畑地かんがい技術は，U字管水路等による畦問かんがいが主体であった5）。また作目

も陸稲，燃作水稲で安定増収効果をねらったものであった。こうした当時の畑地かんがい施

設では水の許容される限り開田化が進展した。

　当時上部天竜計画でも開田とならんで畑地かんがいが計画されていた注18）。現在畑地かん

がいに反対運動が生じているのに対して，当時畑地かんがいは必要なしという反対意見はど

こにも表われていなかった。

　これは当時の畑地かんがいが現在の畑地かんがいと性格を全く異にしていたと考えられ，

その性格の違いを生みだす要因として，前述した当時の畑地かんがいの技術的問題と食糧増

産という時代背景があげられる。．しかし伊那西部地区では，①畑地かんがい計画であっても

飯米確保のための水田造成とそのための用水確保は当然と考えていたこと。②将来逐次水田

化していくことを考えていたこと，が背景となっていたであろうと推測される。

　こうした動きが昭和36年までの第1期上部天竜推進期の社会的，技術的背景であった。

　農業基本法下での畑地振興は，自立経営，選択的拡大を契機として，食糧増産のための開

田化や増産手段としての畑地かんがいに対して新しい局面を与える。畑作水稲中心からソ菜，

果樹，飼料作へとかんがい対象も変化してくる。また技術的にもスプリンクラーかんがいの

展開がみられ，畑地かんがいの主流となっていった。

　伊那西部地区：における第2期，第3期の時代的背景は，農工間所得格差，米過剰の発生，

また畑地かんがい技術の進展に伴ない畑作水稲以外の畑作物への営農が，園及び県において

も指向されはじめるのである。

　この様な動きが一挙に表面化するのが昭和44年から閉始された米の生産調整による開田ス

トップである。これによって水田造成から田畑輪換，さらに畑地かんがいへと変った。

　事業推進の過程で，受益農家が事業推進農家や市lii∫村に事業推進を任せたのは，第3期ま

では「水田造成」が事業の中心に位li巽付いていたためであった。それ故田畑輪換へ計画変更

された際にも農家の反対運動は生じなかった。その理由としては，①米の生産過剰が世論の

まととなっており，米の生産調整が行なわれることを感じ，計画変更はある程度やむおえな

注18）畑地かんがい面積は受益爾積の62％に糖当する。
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いものとしてとらえていたこと，②田畑輪換方式になったものの，目的は水平畑，水田を造

ることであり，1年おきに水田となり米を作ることができることがわかったこと，等が理由

としてあげられる。

　しかし計画が畑地かんがいに変化したため，推進委員や市町村が受益農家を説得するのが

難かしい状況が生じ，そのため事業参加市田∫村や農家間の事業へのとりくみの足並の乱れが

再び児られるようになった。

　従来水田造成という単一毯的のもとでは，作iヨ選択やその三日の安定性等の検討を必要と

しなかった。しかし畑地かんがいに変更されたため，受益地3000haの営農をどの様にするか，

作目選択をどの様にするか，さらに市場有利性，地域適合性等をどの様に考えるか，が大き

くクローズアップされてきた。

　水田の場合の用排水改良は生産に関しては参加農家の全層にわたって生産力の増大が可能

となる。畑地かんがいは，たしかに水の制限要因を除去し，作目選択の自由度を増大するが，

各農家の技術力，資本力によって新たな農業形態へ移行ができる農家が限定され，全層的に

農家が利益を得られるとは限らない。

　畑地かんがい計画に変更された後，営農基準圃等に於る営農試験も行なわれているが，い

まだに地域の農業の方向性を明確に示すに至っていない状況である。こうした状況のもとで

工事は着々と進行している。

　多くの農民は，将来水をどの様に使用したらよいのかという不安を抱いているのが現状で

あろう。

ま と め

　本報告では伊那西部開発の目的が水田造成から畑地かんがいに変化した過程について検討

を行なってきた。以下まとめると次の通りである。

　（1）昭和20年代後半から昭和47年工事着工までの展胴過程を，①上部天竜推進期，②計画

模索期，③伊那西部開発調査期（田畑輪換期），④伊那西部開発畑地かんがい転換期，の4

期に分けた。

　（2）上部天竜推進期は昭和29年～36年で，戦後水田造成の要求が一部農民よりだされ，そ

れを市町村が受けとめ上部天竜土地改良事業として促進運動した時期である。

　（3）計画模索期は昭和36年～42年で，上部天竜計画断念後，各種の計画が立案されたが実

現せず，42年中央道の地区内通過に際し，その関連事業として伽那画部開発の掛け声が出た

頃までの時・期である。

　（4）伊那西部開発調査1切（田畑輪換期）をま昭和43年～45年で，圏営覇1業として伊那西部開

発を推進運動し，実現の見通しがたったが，米の過剰問題，米作減反政策を向かえ，開田抑

制策の中で閉発臼標を大きく変えざるを得なくなった時期である。

　（5）伊那西部開発畑地かんがい転換期は昭和45年～47年で，第2次開田縮減計爾により開

田にストップがかけられ，事業内容も畑地かんがいに変った時期である。

　⑥　水田造成から畑地かんがいへの計画変更は，農政の変換の中で行政主導のもとに行な

われ，農民は常に説得される立場であった。これが現在作臼選択や畑地かんがい要・不要論
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を引き起している。

　（7＞了1ゴ町村や農民は，水田造成の場合には作巨雨露や収益性等についての検討を必要とし

なかった。畑地かんがいに変わってこうした諸問題の解決をせまられている。

　この報告は，伊那西部地区の多くの農家の方々のご協力なくしてはできなかった。記して

感謝の意を表する次第である。また関東農政局伊那西部農業水利事業所，長野県南信土地改

良事務所，俳那市役所，箕輪町，南箕輪村および伊那西部関発推進協議会の担当の方々に多

くの賛料のご提供をいただき，またご教示をいただいたことに感謝の意を表する次第である。

附蓑　　伊那西都囲発年表

年酬
大正
8，11
11．

昭和
14．

26．

30．3

32．

33．9．

36．6．

38．7

　8．26
39．

40．

42．2．14

42．8。30

　11．1

琵：l

ll：望：｝

1：皆

　3，13

・西天竜耕地整理組合設立認可（西天開発）

・西天竜幹線用水路工事着工

・西天竜の工事完成（開田1177ha，　i3｛ヨ畑196ha）

。諏訪湖総合開発に関連する土地改良調査（農林省直轄調査）昭和26年～29年の3ケ年に

　わたる

・諏訪湖地区土地改良事業三頭の農林省概定（伊那西部地区分について，地元では第2酉

　天と云われている）

・第3西天竜土地改良事業計画（受益地は標高900～800mにわたる地域）の長野県立案，

　基礎驚倒査II召禾目32脅三～33微臣

・上部天竜土地改良事業（簾2西天と第3西天計幽を合嵯したもの）を促進する上部天竜

　土地改良事業促進期成同盟会結成

。用水源問題，地元調整が不調

◎農業基本法filu定

。上都天竜土地改良事業計画断念

・伊那北部開発計画（揚水による3500haの開発計繭と深暦地下水による200haの開発計画）

・伊那北部開発促進協議会（各市町村長を構成員）が組織される。

・農林省による大規模農業用地下水調査が開始される（39～41年の3ケ年）

・中央道の通過に伴なう矯地開題発生

・伊那北部開発を漿営事業で行なおうとすることを決議。

・推進母体として「伊那北部中央道関連事業推進協議会（以下推進協議会）」発足（構成は

　市町村長，農協及び土地改良区の代表者）

・県より北部開発の構想を発表，県は園営4i二業として行なうとの意見表明がなされる。

・中央道上伊那地区分36。6kmのルート発表

・推進協議会で国営事業として行なうことを確認，水源問題未解決。

・「西部開発土地改良事業実施団体設立趣意書」のllll覧

・各方面に対し伊那北部iliヨ発実施についての陳鷺。

・大規模土地改良事業直轄調査地区に内定（調査期闘43年度より3ケ年）

・農政局現地調査（3月6日～8日）

・事業雛進の実行団体として「伊那西部地区準備委∬ミ会」設立

委員定員　　　　　　　　　小委員会（都落代袈及び土地改良区）定熱

　伊那市　　　　　　96人　　　　伊那市　　　　　　36人
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7．5

9．13

　10．24

43．11．

44．2．10

　3．7
　3．19

　4．28

　9．24

　9．

44，12

45．1．19

2．9

2．19

2．29

　4．17
45．4．28

　6．8
　　～

　7．30

　8．10

　10．23

　工1．王i
l
：
｝

1欄

　　　26

46．3．4

　4．13

　5，1
　　　17

南箕輪村

箕輪町

辰野町

西天竜土地改良区

伊那土地敬良区

34人

52人

12人

8人

8人

南箕輸村　　　　　12人
奪黛輔輪旧∫　　　　　　　　　　　18ノ＼

辰野町　　　　　　6人

西天竜土地改良区　2人

伊那±：地改良区　　2人

・伊那市では「伊那西部開発伊那市連絡協議会（小委員会委員，農協代表，市議・市担当

　巻で構成）」が発足

◎42年度，43年度　米の大豊作，米の過剰聞題表縮化

。「伊郷西部地区：準備委員会」を「伊那西部地区illl発準鋪委員会」　（以下開発準備委員と

　略す）に改称。

・累より，国の意向として開発面積3517haとし開田面積を縮少したい計画であることが

　報告される。

・推進協議会の席上，県より開発方式を「田畑輪換」に変更することが提示された。

。伊那二部地匿閉発獅ll倭員会より各地区ごとに趣意書の回覧と運動資金の拠出依頼を行

　なう。

◎農林事務次官通達「開田計画の取扱いについて」　（第1次開濁縮減｝汁画）

・関東農政局より伊那西都開発（i琳lli輪換）についての計画概要の提示

・伊那市田畑輪換についての地元説明会

・伊那市では関係都落に対して説明会を開催して，受益面積の確定を行なう。

・田畑輪換の受益累積確定，受益面積32G7ha

◎農政審議会「農政推進上留意すべき基本的事項についての答申」内容は④休耕を含めた

　生産調整の本格実施，＠米籐の引き下げと所得掃｝償◎買入れ制限と生産調整を併用。

・辰野町の伊那西都開発よりの脱退（町長からの文書では11召和45年1月21口付）

・関東農政局撫惑官より，大蔵省の韮盤整備の予算措i隙こついて説明，開田抑制の厳しい

　状況を説明して「畑地かんがい」の計画変更を示唆。

・農林劣ヒヤリングの結果関馬弓政局は計画を「畑地かんがい」へ変更する。

◎農林事務次官通達「新規開田について」　（第2次開田縮減計画）

・聞発準備委員会で，県より調査方針及び開発方針が「畑地かんがい」に変更になったこ

　との説賜

・推進協議会で関東農政局撞当官より姻地かんがいへの計画変更の経過と概要説明

・開発準備委員会開1崔，県担当者から畑地かんがいの説明と質議応答。

・畑地かんがいについての部落壁織会の開催

・市町村別に同意書の取りまとめのための説明会の開催

・県農政部関係課長の伊那西部地区の農業開発垂1憲想についての説明会（推進協議会及び開

発準備委員会の委員に対して）

。営農指導のため県は地方轟技室を湖設，専門技術員5名着任

・開発準備委員会代蓑・農林・大蔵両省への陳情

・大蔵省より伊那西部地区小業採択内示発表

・推進協議会総会

。広域営農団地農道4i二業についての陳情

・伊那地区で広域営農団地農道についての関係剖1落説切会（3月41三1～1蝦）

。広域三農団地農道事業採択決定

・関束盤政局建設部事務P量を開設，全体設計に入る。

・県より畑地帯総会土地改良事業の説明（以後畑総という）
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9．

47．1

　5．12
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｝

47．8。25

　9．8
　9．22
　　　28

　王0．1

　　　6

　王1．9

　10

　13

　14
12．15

48，1．20

2．4

2．14

2．27

6．1

11．6

48。11．14

　12．18

49．7．13

50．6．16

51．12．22

52．6。10

　7．29
　12，17

54．12．

・広域営農陥地農道事業の土地改良法85条2項の公告開始。

・箕輪町で劔那西部開発に反対する「箕輪町伊郡西部開発反文す同盟」結成，後に対策組合

と改称。

・伊那市で土地改良区設立のための都落説明会及び同意集め。

・伊那市より土地改良区設立申請。

・部落ごとに国及び県営事業の申講に伴う同意書の磁三認が行なわれる。

・土地改良法85条にもとずき團鴬事業の申請。

・県営畑総事業施行申詰。

・箕輪町より土地改良区設立申請。

・県営畑総事業採択通知

・関東農政局伊那西部農業水利事業所開所

・南箕輪村より土地改良区設立申請

。蕩箕輪村において伊那西都開発（畑地かんがい）に反対する農民が「南箕輪村伊那西部

　対策組合」を維織

。箕輪町と箕輪村伊那西部対策組合との問で土地改良区参加等について協定書を締結

・南箕輪村と南箕輪村伊那西部対策組合との問で，箕輪町と側様な協定を締結

・県営畑総事業の縦覧公告20日置。

・国営事業計画が大臣承認を得て決定

。国営事業の縦覧公告（地元縦覧47．12．21～48．L19）

・各市町村の土地改良区（長野県西部伊那，長野県西部箕輪，長野県西部南箕輪の各土地

改良区）の設立

・県営栄楽：事業の施行確定

・国営盛業の計画確定（事業計画書の公｛与縦覧を完了し嘉業計画の確定通タ1【D

・県営畑総事業西春近赤木地区で鍬入式。

・国営事業全体実施設計書の農林大臣承認

・辰野町に土地改良区（長野県西部辰野土地改良区）設立

・伊那土地改良区との閥で取水（伊那西部開発の敢水源として伊那土地改良区の排水使用）

に関する協定成立

・起工式

・熱雷着工（第1集水路工及び第2集水路工事の着工）

・第1送水路計画路線のうち南箕輪村田畑地域（受益地区外）に「送水路敷設反対期成同

盟会」が設立された，送水管の安全性に対する疑念と地域発展の阻害になるとの理霞か

らの反対

・4市町村の土地改良区の連合会として「長野県伊那西部土地改良区連合会」を設立。

・送水路敷設反麟期成同盟会が研究委員会に改称。

・委員17名による「送水管対策委員会」設立

・田畑区特別委員会発足（田畑区長を委員長として委員5名による区：特別委負会）

・田畑地区送水管路の調査・測量について調印

。隅営事業分53％，県営事業分の41％の工事が進んでいる。
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A Case Study on the Ina-Seibu Agricultural Development Project

Ⅱ.Progress and Background of the Project

Laboratory

 Kazuhiro KIMURA and Shinichi SAKAI

of Agricultural Engineering,  Fac. Agric., Shinshu Univ.

                                Summary

   Purpose of development project changed wlth the NatioRal Agricultural Poiicy

that changed from paddy development to field irrlgation.

   In the present paper, the attthors examined the progress and background of the

Ina-Seibu Agricultural Deveiopment Project. (we called L S. A. D. P. )

   It's progress is divided into the following 4 periods,

(1) period of the JObu-Tenryu ProJect (1954--1961),

(2) period to grope for some projects (1961--1967),

(3) period of survey of the I. S. A. D. P. (1967--1970),

(4) period of the I. S. A. D. P. to aim introducing the field irrigation (1970--1972).

   In the period of (1) and (2), purpose of the project was production of the paddy

field and it was supported by farmer's idea, while, in the period of (3), the project

changed construction form from the paddy field to the rotation from paddy to other

crops, and moreover in the period of (4), purpose of the project changed once again

to the form of the field lrrigation with the National Agricultural Policy that "Rice"

was produced so much sueacieRt that construction of the paddy field must be pro-

hibited.


